
家などを建てる地区が加美区・八千代区の場合

Y

建築確認申請書の提出が必要です

書類提出の必要はありません

木造住宅ですか
Y

①2階以上である
②延面積が200㎡を超える
①もしくは②に該当しますか

N

N

Y

①3階以上である
②延面積が500㎡を超える
③高さが13mを超える
④軒の高さが9mを超える
①~④に1つでも該当しますか

N

建築工事届の提出が必要です

建てようとする建物の床面積
の合計が10㎡を超えますか

Y

N

家または倉庫などの建築物を建てるとき


